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後援協賛等に関するガイドライン 

 
2015年１月15日 

 

１．目的 

本ガイドラインは、公益財団法人日本サッカー協会（以下「本協会」

という。）競技会規則第９条、第１０条、第１５条及び第１６条の定め

に該当しない各種の講演会、講習会、展示会及び普及啓発活動の行事

（以下「行事等」という。）への本協会の後援、協賛等（以下「後援

等」という。）の考え方を定める。 

２．基本的な考え方 

後援等についての基本的な考え方は、次のとおりとする。 

（１）本協会は公益財団法人であることから、公益的な観点から後

援等の実施の適否を判断する。 

（２）後援等の実施により、本協会、関連団体、その他ステークホ

ルダーの名誉、信用及び利益を損ねることがないようにする。 

（３）役務、費用、物品提供、その他経済的な利益の援助（以下

「経済的援助」という。）を伴う後援等については、公益的な

観点及び本協会の事業活動状況を考慮して、その実施の適否を

判断する。 

３．後援等の申請者 

後援等の申請者は、次のものに限る。 

（１）国の行政機関又は地方公共団体 

（２）独立行政法人、公益法人又はこれに準ずる団体 

（３）特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体 

（４）新聞社、放送局その他の民間企業 

（５）その他社会的信用及び経済的基盤を有し、その存在が明確で

ある者 

４．後援等の種類 
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後援等の種類は、競技会規則第２条を参照し、次のとおりとする。 

 

  種類 内 容 経済的援助の

有無 

1 後援 申請者の目的及び活動に賛同し、支援するこ

と。 

無 

2 特別後

援 

後援のうち、特別なものとして大きな支援をす

ること。 

無 

3 協賛 申請者の目的及び活動に賛同し、金銭その他の

経済的援助を行い、その代償として一定の権利

を得ること。 

有 

4 特別協

賛 

協賛のうち、特別なものとして大きく賛同し、

より多額の金銭その他の経済的援助を行い、そ

の代償としてより大きな権利を得ること。 

有 

5 協力 申請者の目的及び活動に賛同し、物品を供与

し、又は一定の許諾を与える等により協力する

こと。 

有 

6 共同主

催 

（共

催） 

申請者の目的及び活動に賛同し、企画又は運営

に参画し、主催者と共同の名義において開催す

ること。 

有 

５．後援等の審査基準 

本協会は、次のすべての条件を満たす行事等について、後援等を実施

することができる。 

（１）行事等の目的及び内容が、サッカー競技の普及、強化に資す

るものであること、又は人々の心身の健全な発達や社会の発展
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等に積極的に資するものであること。 

（２）申請者が行事等を開催するための事務局組織を有しているこ

と。 

（３）申請者が行事等を開催するために必要な財政的基盤を有して

いること。 

（４）申請者が行事等の運営について、事故防止及び救護体制の整

備等、安全面及び公衆衛生上に配慮していること。 

（５）行事等の目的及び内容が、申請者の広告宣伝等を主な目的と

していないこと。 

（６）行事等の目的及び内容が、営利の追求ではないこと。参加費

用の徴収がある場合、会場費等実費として相応であること。 

（７）行事等の目的及び内容が、特定の宗教的色彩の強いものでは

ないこと。 

（８）行事等の目的及び内容が、政府・地方公共団体の広報活動を

除き、特定の政党又は政治色に偏っていないこと。 

（９）行事等の目的及び内容が、公序良俗を乱すものではないこ

と。 

（10）後援等の実施の結果、本協会、関連団体、その他ステークホ

ルダーの名誉、信用及び利益を損ねることがないこと。 

（11）その他、行事等の目的及び内容が、本協会が社会的妥当性を

欠いていると判断するものではないこと。 

６．申請手続 

申請者は、次の手順に従い、本協会に申請する。 

（１）申請日 

原則として、行事等の開催日又は開催始期の2ヶ月前までに

本協会に申請する。 

（２）申請者が提出する内容 

次の内容を文書等にて提出する。ただし、申請者に応じて、

その一部を省略することができる。 

（ア）申請者の所属団体、所属部署、氏名 

（イ）行事等の名称及びその目的 

（ウ）行事等の主催者 

（エ）行事等の開催日若しくは会期及び会場 

（オ）支援を受ける団体等の情報 

（カ）申請理由 
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（キ）その他行事等の概要を明らかにする書類等（開催計画

書、ちらし、パンフレット等） 

（ク）行事等の収支予算書 

（ケ）定款又は寄附行為、会則、活動状況等その団体の性格

及び内容が分かるもの 

（コ）その他本協会が必要と示した書類 

７．受付及び審査手順 

申請者から後援等の申請があった場合の受付及び審査は、次のとおり

行う。 

（１）受付 

後援等の申請を受け付けた場合、本協会の委員会又は事務局

は、前項(2)（申請者が提出する内容）の記載事項を確認し、

確認完了後に当該申請を管理部に送致する。 

（２）一次審査 

管理部は、当該後援等の実施の適否について一次審査を行

い、軽微な行事等については承認の適否についての意見を付し

て事務局長の決裁を求める。事務局長決裁後、本協会理事会の

報告事項とする。 

（３）理事会審査 

一次審査において、重要性又は適否の判断が困難とされた行

事等については、本協会理事会に付議し、審議を受ける。 

８．実施状況の把握について 

本協会の担当者は、前項に基づき承認された行事等について、次の対

応を行う。 

（１）承認後に申請者が審査基準又は本ガイドラインの趣旨に反し

た行為を行わないよう実施状況を把握する。 

（２）承認後に申請者が審査基準又は本ガイドラインの趣旨に反し

た行為に及んだと認められる場合、速やかに事務局長、事務局

次長及び管理部に報告する。 

（３）承認後に申請者が審査基準又は本ガイドラインの趣旨に反し

た行為に及んだと認められる場合、速やかに担当者より是正勧

告を行う。 

９．後援等の取消について 
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７．受付及び審査手順 

申請者から後援等の申請があった場合の受付及び審査は、次のとおり

行う。 
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（１）承認後に申請者が審査基準又は本ガイドラインの趣旨に反し

た行為を行わないよう実施状況を把握する。 

（２）承認後に申請者が審査基準又は本ガイドラインの趣旨に反し

た行為に及んだと認められる場合、速やかに事務総長及び総務

部に報告する。 

（３）承認後に申請者が審査基準又は本ガイドラインの趣旨に反し

た行為に及んだと認められる場合、速やかに担当者より是正勧
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のことが判明した場合、本協会は後援等を取り消すことができる。 

（１）申請内容に虚偽が含まれていた場合 

（２）承認後、申請内容が大幅に変更した場合 

（３）前項(3)の是正勧告に従わない場合 

（４）承認後、申請者が公序良俗に反する行為等、後援等を実施す

るにふさわしくない行為を行った場合 

10．本ガイドラインの改正について 

本ガイドラインの改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

  

[改正]  

２０１７年５月１８日  

以上 
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２０１８年９月１３日  

以上 

 

 


